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略歴： 

PwC ドイツ デュッセルドルフ事務所の移転価格シニアマネージャーとして勤務（2020 年 8 月より PwC 税理士法

人から出向中）。PwC 税理士法人入社以来、13 年以上にわたり多国籍企業への移転価格アドバイザリー業務に従

事。BEPS 文書化対応、APA、移転価格ポリシー、移転価格文書化、金融移転価格、無形資産評価などを担当。 

一橋大学法学部卒業。対応言語：日本語（母国語）、英語（ビジネスレベル）。 

経歴： 

製造業、商社、リース、アセットマネジメント、保険、証券などさまざまな業界のクライアントに対しての、BEPS 文書

化対応、APA、グローバル TP ポリシー、移転価格文書化対応、金融移転価格、無形資産評価などの経験を豊富に

有する。 

主な専門領域： 

【移転価格】 棚卸資産取引、無形資産取引、役務提供取引 

【移転価格（金融取引）】 親子ローン、保証取引、その他の金融取引（信用リスク移転取引、履行保証、キャッシュ

プーリングなど）  

 

  

https://forms.jp.pwc.com/public/application/add/4743?__CAMCID=cKPnibYQqo-450&__CAMI=3.2.1.1.HdPEcIEifdNf.Ty9MPATSlnLOCRaa-23&__CAMSID=Ty9MPATSlnLOCRaa-23&__CAMVID=HdPEcIEifdNf&_c_d=1&_ct=1653965678825&_ga=2.186038633.1590324043.1653797948-1918338873.1638487202
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1. はじめに 

PwC ドイツのウェブサイトでは、ドイツの最新の税務動向について、在ドイツ日系企業の皆様にとって関心が高く、ま

た、影響があると思われる情報を日本語で発信しています。本シリーズの第 1 号では、在ドイツ日系企業の皆様が

直面している移転価格の課題を取り上げます。移転価格は現地法人・支店だけの問題ではなく、取引の相手方（例：

日本の本社）にも影響が及ぶテーマです。本シリーズではドイツを念頭に解説を進めますが、その他の国・地域の現

地法人・支店の多くが抱えているであろう課題を認識する機会としてもご活用ください。 

事業を推進する際の経営資源として、「ヒト・モノ・カネ・情報」が挙げられます。そこで本シリーズでは、下記の構成で

4 回に分けて解説します。まず、本号では「ヒト」に着目し、移転価格の観点から解説します。 

第 1 号：ヒトの取引 – 費用対効果の観点から相互協議などの措置を採りにくい駐在員派遣取引 

第 2 号：モノの取引 – 事業移管などのイベントについて回る移転価格の課題（機能移転） 

第 3 号：カネの取引 – 一般事業会社が直面するドイツにおける金融取引の事例・特徴 

第 4 号：情報 – ドイツ税務調査における納税者の調査協力義務、情報の取り扱い、税務当局間の情報交換 

 

2. 「ヒト」も移転価格の対象 

移転価格税制の文脈で触れる「関連者間取引」は、以下のように分類できます。 

 棚卸資産取引 

 無形資産取引 

 役務提供取引 

 金融取引 

 関連者間で行われるその他の取引（例：駐在員派遣取引、機能移転など） 

「ヒトの移動」と「移転価格」。この 2 つの単語を結び付ける際、海外出張を伴うグループ内役務提供取引が挙げられ

ます。海外出張については、日本の税務調査において、出張申請書や出張報告などの帳票確認の際に記載の不備

や証憑間の不整合を端緒として、海外現地法人への請求漏れなどを指摘されるケースが多いです。出張 1 件あた

りの金額が僅少であったとしても、海外出張する本社従業員が多いほど、また出張回数が多いほど課税リスクが高

くなります。当法人でも、数多くの案件を通じて、海外出張を伴うグループ内役務提供取引の費用精算ルールを策定

する一環として、「出張社員が提供する役務は役務提供先である海外現地法人・支店に請求すべき性質か否か」

「当該海外現地法人・支店は便益を受けているか否か」「請求する役務の提供に該当するとしたら単価はいくらか」

「単価を職階ごとに区分すべきか」などの社内ルール（移転価格ポリシー）の策定を支援しています。 

ヒトの移動が伴う移転価格の課題として、駐在員の派遣も挙げられます。すなわち、本社から海外現地法人・支店へ

の出向も移転価格の観点から検討対象になります。ただし、最近の日本の税務調査において、駐在員関連の費用

負担については「国外関連者に対する寄附金」として、重点調査着目の 1 つとされているため注意が必要です。 

本シリーズの第 1 号では、この駐在員派遣取引について、主に子会社側の観点から解説します。 

 

3. 駐在員派遣通達 

ドイツには「駐在員派遣通達」という通達があり、2001 年に公表されてから 20 年以上経った現在でも、ドイツの税務

調査官が駐在員費用の損金性を検討する際に参考にしています。 

本通達の適用対象企業は、（i）駐在員派遣を受け入れている在ドイツの現地法人・支店（例：日本本社からドイツ子

会社への駐在員派遣）と（ii）ドイツ国外に駐在員を派遣しているドイツ企業（例：ドイツ本社から日本子会社への駐在

員派遣）の 2 種類に大きく区分されます。本セクションでは前者を念頭に概説します。 

https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/category/jbn/
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駐在員を受け入れる、すなわち、人員を雇用するという企業行動について、ドイツの税務調査官は独立企業原則の

観点から、「独立した企業ならばどのような行動を取るか」という視点を常に意識しています。具体的には、「独立した

ドイツ法人の通常の善良な経営者であれば、費用削減に努め、ドイツ法人の経営に必要な人員だけを雇用するであ

ろう」という視点です。また、雇用する際にも、「当該駐在員の比較対象となる現地採用（同職能・同職階の）従業員を

雇用する際に生じるであろう範囲までしか、費用を負担しないであろう」という視点を有しています。 

したがって、例えば駐在員がドイツ現地法人のためにのみ業務を遂行している事実があったとしても、当該駐在員の

費用全額をドイツ現地法人で損金算入できるわけではありません。特に、長年にわたって利益率が低いドイツ現地

法人に対しては、「ドイツ現地法人が駐在員費用を全額負担しているからドイツ現地法人の課税所得が圧迫されて

いるのではないか」、といった見解のもと、ドイツ税務当局が税務調査に臨んでくる傾向にあります。 

以下、事例とともに説明します。 

事例 1： 

ドイツに派遣されている駐在員の日本払い給与・賞与が日本本社から駐在員本人の日本の銀行口座に振り込ま

れ、ドイツでは駐在先のドイツ現地法人から給与・賞与がドイツの銀行口座に振り込まれています。日本の本社

は当該費用（日本払い給与・賞与）全額をドイツ現地法人に付け替えています。 

費用の付け替えを通じてドイツ法人が全額費用負担している場合、ドイツの税務調査において当該費用負担の合理

性について説明を求められる可能性があります。その際、ドイツの税務調査官は駐在員が誰のために業務を行って

いるのか、派遣元である日本の本社がどれくらいの割合を負担すべきか、などを検討します。 

事例 2： 

ドイツに派遣されている駐在員の日本払い給与・賞与が日本本社から駐在員本人の日本の銀行口座に振り込ま

れ、ドイツでは駐在先のドイツ現地法人から給与・賞与がドイツの銀行口座に振り込まれています。日本の本社

は当該費用（日本払い給与・賞与）をドイツ現地法人に付け替えず、自ら負担しています。 

日本の本社が当該費用を付け替えずに全額負担している場合、日本の本社が当該費用を負担することの合理性に

ついて、日本の税務調査において説明を求められる可能性があります。 

なお、日本の本社が駐在員の日本払い給与・賞与を負担しているからといって、ドイツ現地法人における駐在員派

遣取引に係るリスクが完全に無くなることはないため、注意が必要です。次の事例を交えて解説します。 

事例 3： 

当該駐在員は、ドイツ現地法人からフリンジベネフィットとして社用車の貸与、プライベート保険の保険料負担、住

居費負担といった経済的便益を受けています。なお、現地採用で同じ職能・同じ職階の従業員にはこのようなフリ

ンジベネフィットはありません。 

前述のとおり、駐在員を受け入れる、すなわち、人員を雇用するという企業行動に対して、ドイツの税務調査官は独

立企業原則の観点から「独立した企業ならば、どのような行動を取るだろうか」という視点を常に持っています。その

ため、職能・職階が駐在員と同じ現地採用従業員と比較して、ドイツ現地法人が負担しているグロス人件費の差額

部分について説明を求め、結果的に否認することもあります。 

ドイツ現地法人には、当該駐在員を受け入れたことによる売上高増加などが当該駐在員の費用負担と相殺されて

余りあることや、当該駐在員と同等の能力を備えた人材を現地労働市場で探したものの見つからなかった、といった

説明が求められます。調査対応実務上は、計数などを用いつつ書面にて準備します。 

書面において反論しても税務リスクが完全に無くなるわけではなく、経験上、駐在員派遣費用の一定割合を日本本

社が負担すべきで、ドイツ現地法人が負担するものではないと結論付けられ、否認されるケースが多いです。 
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4. 寄附金と移転価格 

日本の本社が負担している駐在員の給与などについて、日本の税務調査に際して「日本の本社は当該駐在員から

真に便益を受けていることによるものか」「日本の本社との雇用関係に基づく出向者給与の較差補填なのか」といっ

た事柄を質問されるケースが増加傾向にあります。調査官が「日本の本社は真に便益を受けていない」「合理的な

較差補填ではない」と判断した際は、日本の本社が負担している当該駐在員に係る費用が否認されます。また、駐

在員の給与などは人事に関することであるため、税務調査において本社の人事担当者が対応する必要がありま

す。駐在員からの役務提供という形で日本本社が便益を受けている場合には、移転価格課税リスクの可能性がある

と指摘されるかもしれません。しかし一方で、「国外関連者に対する寄附金」として課税されるケースも多いです。「国

外関連者に対する寄附金」として課税された場合、相互協議を通じた二重課税排除の可能性が閉ざされるため、国

内法上の救済手段（再調査請求・審査請求・訴訟）に依拠するしか納税者に残された道はありません。なお、日本の

税務調査の現場では必ずしも更正処分されるというわけではなく、調査官からの勧奨を受け、修正申告により決着

するケースもあります。 

仮に、日本の税務調査において移転価格課税に至る場合、駐在員による役務提供取引の独立企業間価格を算定

し、その価格からの乖離が課税の対象になります。しかし、何をもって独立企業間価格とするかについては、議論の

余地が残ります。移転価格課税を受けた場合、棚卸資産取引といった多額の取引と比較すれば金額が僅少である

ため、相互協議や国内救済手段での費用対効果は低いと考えられます。よって、事前に社内ルール（移転価格ポリ

シー）を整備し、各国税務当局に合理的な説明ができる体制を整備しておくことが、課税リスクの低減につながるの

ではないかと考えられます。 

企業によっては、グループの税務ポリシーの中で二重課税排除を明記し、ウェブサイト上に掲載しているケースも見

られます。二重課税は企業グループからの純粋な資金の流出に他なりませんので、費用対効果も考慮しながら移転

価格課税による二重課税のリスクおよび寄附金課税のリスクに適切に対処する、あるいはこれらの税務リスクに対

する対応策を事前に講じるといったことがより重要となります。 

 

5. おわりに － 部門の垣根を越えた連携が不可欠 

日本企業は今後、これまでより一層積極的に海外に進出して外需を取り込み、海外売上高比率を高めていかなけ

れば成り立たないステージに移行するでしょう。その文脈において、海外企業の買収もさらに増加が見込まれ、駐在

員を派遣する機会の増加も想定されます。 

税務に視点を移すと、日本の税務調査を契機に、これまで日本の本社で負担していた日本払い給与などの全額を、

今後は海外現地法人・支店への付け替えるという方針に転換する企業が出てくることも考えられます。一見すると、

駐在員派遣取引において日本側の税務リスクはなくなりますが、一方で、駐在員を受け入れている国の現地法人・

支店での税務リスクが高くなります。駐在員派遣取引は、本質的には独立企業原則、すなわち移転価格が関係する

ものの、費用対効果の観点から、相互協議などの措置を採りにくい取引でもあります。このような中において、駐在

員派遣取引に係る課税リスクを低減するためには、税務調査対応を念頭に、税務を所管する部署のみならず、人事

部をはじめとする他の部署も交えて連携し、これらの課題に一体となって取り組んでいくことが重要です。 
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また、日本のみならず現地の移転価格調査対応を念頭に、ヒトの取引を視野に入れてグループの移転価格ポリシー

を定期的に見直す必要もあります。企業内での部門横断・連携の触媒として、外部アドバイザーを積極的に活用す

ることも一案です。 
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